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令和７年度 新潟県肺がん検診精度管理調査結果 

 
１ 全体概要 

（１）調査目的  

  がん検診の効果を得るためにきわめて重要な精度管理について、適切な実施状況

を把握するため、新潟県生活習慣病検診等管理指導協議会肺がん検診部会が行った

もの（注：職域検診や人間ドックは本調査の対象外） 
 
（２）調査対象 

  肺がん住民検診を行っている県内の全市町村、検診機関（病院、診療所等を含む） 
 
（３）調査内容 

調査１ 検診実施体制に関する調査 

・「がん検診事業評価のためのチェックリスト」による遵守状況調査（p.2） 

   各機関が遵守すべき精度管理の要点を定めた「肺がん検診のためのチェックリ

スト」の遵守状況に関する調査 

 

調査２ 精度管理指標数値（プロセス指標）に関する調査 

・肺がん検診プロセス指標に関する調査（令和５年度分）※（p.3～5） 

肺がん検診のプロセス指標のうち 5 項目（受診率、要精検率、精検受診率、が

ん発見率、陽性反応的中度）について、市町村毎に調査 

※ 指標の確定までに 1 年以上かかるため、令和５年度分についての調査 
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２ 調査結果 

調査１：「がん検診事業評価のためのチェックリスト」による遵守状況調査 

（１）概要 

  平成 20 年 3 月「今後の我が国におけるがん検診事業評価の在り方について（報

告書）」（厚生労働省）において示された、各機関が遵守すべき精度管理の要点を定

めた「肺がん検診のためのチェックリスト」の遵守状況に関する調査 
 

（２）評価基準（下表参照） 

  チェックリストの非遵守項目が少ない順に段階評価を行い、「C」評価以下の検診

機関・市町村には改善を依頼 

  

検診機関（項目数：41） 市町村(項目数：66)

A チェックリストをすべて満たしている 0 0
B チェックリストを一部満たしていない 1～8 1～8
C チェックリストを相当程度満たしていない 9～16 9～16
D チェックリストを大きく逸脱している 17～ 17～24
E チェックリストをさらに大きく逸脱している － 25～32
F チェックリストをきわめて大きく逸脱している － 33～
Z 調査に対して回答がない 無回答 無回答

※　検診機関は5段階、市町村は7段階の区分で評価

評価基準
チェックリストの非遵守項目数による評価　※

 

 

（３）調査結果 

 ① 検診機関 

 集団検診：10 施設 回答率：100％…評価 C 以下：なし 

  

検診機関名 評価 検診機関名 評価 検診機関名 評価

新潟県保健衛生センター Ａ 上越地域総合健康管理センター Ａ 大和地域包括医療センター Ｂ

新潟県労働衛生医学協会 Ａ
厚生連村上総合病院健診セン
ター

Ａ 厚生連糸魚川総合病院 Ａ

一般財団法人下越総合健康開発
センター

Ａ 山北徳新会病院 Ａ

柏崎市刈羽郡医師会柏崎メジカ
ルセンター

Ｂ 湯沢町保健医療センター Ｂ
 

② 市町村 

  集団検診：30 市町村…評価 A：14、B：15、C 以下：1 

  

市 町 村 評価 市 町 村 評価 市 町 村 評価 市 町 村 評価

村 上 市 B 阿 賀 町 A 出雲崎町 A 刈 羽 村 A
関 川 村 B 三 条 市 B 小千谷市 A 上 越 市 B
粟島浦村 C 燕 市 A 魚 沼 市 A 妙 高 市 B
新発田市 B 加 茂 市 B 南魚沼市 B 糸魚川市 B
阿賀野市 A 田 上 町 A 湯 沢 町 A 佐 渡 市 B
胎 内 市 B 弥 彦 村 A 十日町市 B 新 潟 市 B
聖 籠 町 A 長 岡 市 B 津 南 町 A
五 泉 市 B 見 附 市 A 柏 崎 市 A  

（注：本県の肺がん検診では、検診機関・市町村のいずれも個別検診を実施していない。） 
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調査２：肺がん検診プロセス指標に関する調査（令和５年度） 

（１）概要  

  前述の「今後の我が国におけるがん検診事業評価の在り方について（報告書）」

における肺がん検診のプロセス指標のうち 5 項目について市町村毎に調査を実施 
 
（２）調査項目と特徴 

人口構成や
継続受診者の
比率の影響を
受けるもの

その他

① 受 診 率
受 診 者 数

／
対 象 者 数

－ ○
・市町村間比較を行うために、算出式の分母・分子
　ともに国民健康保険被保険者数で計算

② 要 精 検 率
要 精 検 者 数

／
受 診 者 数

○ ○ ・許容値3.0％以下

③ 精 検 受 診 率
精 密 検 査 受 診 者 数

／
要 精 検 者 数

○ －
・精度評価の最重要指標
・新潟県の目標値は100％、許容値は70％
　（70％以下の市町村には改善を依頼）

④
肺 が ん
発 見 率

が ん で あ っ た 者
／

受 診 者 数
○ ○

・許容値0.03％以上
・受診者が数千人規模の小規模自治体は年度変動が
　大きいため3か年平均で算出

⑤
陽 性 反 応
適 中 度

が ん で あ っ た 者
／

要 精 検 者 数
○ ○

・許容値1.3％以上
・受診者が数千人規模の小規模自治体は年度変動が
　大きいため3か年平均で算出

NO. 調 査 項 目 算 出 式

数値目標
（国報告書に
記載がある
もの）

特徴

 

 

（３）調査結果 

① 受診率  

・肺がん検診の対象者のうち、受診した者の割合 
  〔対象者数計算式〕  
   市町村事業におけるがん検診受診者のうち国民健康保険被保険者÷国民健康保険被保険者 

（「がん検診受診率等に関するワーキンググループ報告書（H28.9・厚生労働省）」におけ

る計算式（市町村間で比較可能ながん検診受診率（第 1 指標）） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

※ 田上町は数値を未把握（県計の受診率は田上町を除いて算出） 
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② 要精検率（E 判定） 

・受診者のうち精密検査が必要とされた者（注１）の割合 
・0 よりも大きく一定の範囲内にあることが望ましい。 
・許容値は 3.0％以下（受診者 100 人中要精検が 3 人以下） 

 
（注１） 胸部 X 線検査での E１と E2 の合計数。 

 

③ 精検受診率（E 判定） 

・「要精密検査」とされた者（注 2）のうち、実際に精密検査を受けた者の割合 
  ・がん検診の精度評価の最重要指標と位置付けられており、100％に近い方が 

望ましい。 
  ・新潟県では目標値 100％（国は 90％）、許容値 70％以上としている。 

 
（注２）胸部 X 線検査において E1 または E2 判定であった者。  

 ※ 粟島浦村は要精検者（E判定）０名のため評価対象外 
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④ 肺がん発見率（E 判定） 

・受診者のうち、肺がんが発見された者（注 3）の割合。ある程度高い方が望ましい。 
・許容値は 0.03％（受診者 1 万人で 3 例の肺がん発見）以上だが、若年者や女性

の受診割合が多い地区では低くなることもある。 

 
（注 3）胸部 X 線検査で E1 および E2 判定となった要精検者の中から肺がんと診断された者。 

 

⑤ 陽性反応適中度（E 判定） 

  ・「要精密検査」とされた者のうち実際に肺がんがあった者（注 4）の割合。ある一

定の範囲内にあることが望ましい。 
  ・許容値は 1.3％以上だが、若年者や女性の受診割合が多い地区では低くなるこ

ともある。 

 
（注 4）胸部 X 線検査で E1 および E2 判定となった要精検者の中から肺がんと診断された者。 
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検診機関：肺がん検診精度管理調査
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★：検診機関ごとに体制が異なるため、必ず検診機関が回答する項目
（その他項目：自治体・医師会等が指定した回答があればそれに従う）

集団 集団 集団 集団 集団 集団 集団 集団 集団 集団 10

１．受診者への説明　（検診の際、あるいはそれに先立って受診者全員に対して行う説明）

(1)要精密検査となった場合には、必ず精密検査を受ける必要があること（喀痰細胞診で要精密検査となった場合は、喀痰細胞診の再検は不適切であ
ることなど）を説明しましたか

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10

(2)精密検査の方法について説明しましたか（精密検査はCT検査や気管支鏡検査により行うこと、及びこれらの検査の概要など） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10

(3)精密検査結果は市区町村等へ報告すること、また他の医療機関に精密検査を依頼した場合は、検診機関がその結果を共有することを説明しました
か※
※精密検査結果は、個人の同意がなくても、市区町村や検診機関に対して提供可能（個人情報保護法の例外事項として認められています）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10

(4)検診の有効性（胸部エックス線検査及び喫煙者への喀痰細胞診による肺がん検診は、死亡率減少効果があること）に加えて、がん検診で必ずがん
を見つけられるわけではないこと（偽陰性）、がんがなくてもがん検診の結果が「要精密検査」となる場合もあること（偽陽性）など、がん検診の不利益に
ついて説明しましたか

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10

(5)検診間隔は１年に１回であり、受診の継続が重要であること、また、症状がある場合は医療機関の受診が重要であることを説明しましたか ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10

(6)肺がんがわが国のがん死亡の上位に位置することを説明しましたか ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10

(7)禁煙及び防煙指導等、肺がんに関する正しい知識の啓発普及を行いましたか ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10

2. 質問（問診）、及び撮影の精度管理

(1)★検診項目は、質問（医師が自ら対面で行う場合は問診）、胸部エックス線検査、及び質問の結果、50歳以上で喫煙指数（１日本数×年数）が600以
上だった者（過去における喫煙者を含む）への喀痰細胞診としましたか※
※質問は必ずしも対面による聴取で実施する必要はなく、受診者に自記式の質問用紙を記載させることをもって代えることができます。また、加熱式タ
バコについては、「カートリッジの本数」を「喫煙本数」と読み替えます。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ 9

(2)★質問（問診）では喫煙歴、妊娠の可能性の有無を必ず聴取し、かつ、過去の検診の受診状況等を聴取しましたか。また、最近６か月以内の血痰な
ど自覚症状のある場合には、検診ではなくすみやかに専門機関を受診し、精査を行うように勧めましたか※
※有症状者がいなかった場合は、診療へ誘導するルールが予めあれば「はい」と回答してください。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10

(3)★質問（問診）記録は少なくとも５年間は保存していますか ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10

(4)★肺がん診断に適格な胸部エックス線撮影、すなわち、放射線科医、呼吸器内科医、呼吸器外科医のいずれかによる胸部エックス線の画質の評価
と、それに基づく指導を行いましたか注1
注1肺がん診断に適格な胸部エックス線撮影：日本肺癌学会編集、肺癌取扱い規約改訂第8版（肺がん検診の手引き2020年改訂版）より背腹一方向撮
影を原則とする。適格な胸部エックス線写真とは、肺尖、肺野外側縁、横隔膜、肋骨横隔膜角などを含むように正しく位置づけされ、適度な濃度とコント
ラストおよび良好な鮮鋭度をもち、中心陰影に重なった気管、主気管支の透亮像ならびに心陰影及び横隔膜に重なった肺血管が観察できるもの

○ ○ 未実施 ○ ○ ○ ○ × ○ ○ 8

(5)★撮影機器の種類（直接・間接撮影、デジタル方式※）、フィルムサイズ、モニタ読影の有無を仕様書※※に明記し、日本肺癌学会が定める、肺が
ん検診として適切な撮影機器・撮影方法で撮影しましたか注2
※デジタル撮影の場合、日本肺癌学会が定める画像処理法を用いることを指します。
※※仕様書とは委託元市区町村との契約時に提出する書類のことを指します。（仕様書以外でも何らかの形で委託元市区町村に報告していればよ
い）貴施設（もしくは医師会等）が仕様書に明記した撮影機器・撮影方法が学会の方針に準じており、かつ、貴施設が仕様書内容を遵守している場合に
「はい」と回答してください。

○ ○ 未実施 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 9

(6)★胸部エックス線検査に係る必要な機器及び設備を整備するとともに、機器の日常点検等の管理体制を整備しましたか ○ ○ 未実施 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 9

(7)集団検診を実施する検診機関は、１日あたりの実施可能人数を仕様書等に明記しましたか※
※個別検診及び集団検診において病院や診療所が会場に指定されている場合は不要

○ ○ 未実施 ○ ○ ○ ○不要（個別検診を実施、あるいは集団検診において病院や診療所が会場に指定されている）○ ○ 8

(8)★事前に胸部エックス線写真撮影を行う診療放射線技師に対して指示をする責任医師、及び緊急時や必要時に対応する医師などを明示した計画
書を作成し、市区町村に提出しましたか※
※個別検診では回答不要です。また集団検診においても、医師立ち合いの下で撮影している場合や、医師が撮影している場合、回答不要です。回答
欄はハイフン（-）を選択してください（空欄にしないでください）。

○ ○ 未実施 ○ ○ ○ ○ ‐ × ○ 7

(9)★緊急時や必要時に医師に連絡できる体制を整備していましたか※
※個別検診では回答不要です。また集団検診においても、医師立ち合いの下で撮影している場合や、医師が撮影している場合は回答不要です。回答
欄はハイフン（-）を選択してください（空欄にしないでください）。

○ ○ 未実施 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 9

(10)★胸部エックス線写真撮影時や緊急時のマニュアルを整備していましたか※
※個別検診では回答不要です。また集団検診においても、医師立ち合いの下で撮影している場合や、医師が撮影している場合は回答不要です。回答
欄はハイフン（-）を選択してください（空欄にしないでください）。

○ ○ 未実施 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 9

(11)★検診に従事する診療放射線技師が必要な教育・研修を受ける機会を確保しましたか※
※個別検診では回答不要です。また集団検診においても、医師立ち合いの下で撮影している場合や、医師が撮影している場合は回答不要です。回答
欄はハイフン（-）を選択してください（空欄にしないでください）。

○ ○ 未実施 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 9

3. 胸部エックス線読影の精度管理

(1)自治体や医師会から求められた場合、読影医の実態（読影医の氏名、生年、所属機関名、専門とする診療科目、呼吸器内科・呼吸器外科・放射線
科医師の場合には専門科医師としての経験年数、肺がん検診に従事した年数、「肺がん検診に関する症例検討会や読影講習会注3」の受講の有無
等）を報告していますか
注3下記講習会の具体的内容は、日本肺癌学会ホームページ（肺がん検診について）を参照すること
https://www.haigan.gr.jp/modules/lcscr/index.php?content_id=1「肺癌取扱い規約第8版肺がん検診の手引き改訂について」、「肺癌取扱い規約第8版
「肺がん検診の手引き」改訂に関するQ&A」・「肺がん検診に関する症例検討会や読影講習会」・「他施設や都道府県単位、あるいは日本肺癌学会等が
主催する胸部画像の読影に関するセミナー・講習会」

○ ○ 未実施 ○ ○ ○ ○ ○ × ○ 8

(2)読影は二重読影を行い、読影に従事する医師は下記の要件※を満たしていますか
※読影医の要件・第一読影医：検診機関などで開催される「肺がん検診に関する症例検討会や読影講習会注3」に年１回以上参加していること・第二読
影医：下記の1)、2)のいずれかを満たすこと
1)３年間以上の肺がん検診読影経験があり、かつ検診機関などで開催される「肺がん検診に関する症例検討会や読影講習会注3」に年１回以上参加し
ている
2)５年間以上の呼吸器内科医、呼吸器外科医、放射線科医のいずれかとしての経験があり、かつ検診機関などで開催される「肺がん検診に関する症
例検討会や読影講習会注3」に年１回以上参加している
注3下記講習会の具体的内容は、日本肺癌学会ホームページ（肺がん検診について）を参照すること
https://www.haigan.gr.jp/modules/lcscr/index.php?content_id=1「肺癌取扱い規約第8版肺がん検診の手引き改訂について」、「肺癌取扱い規約第8版
「肺がん検診の手引き」改訂に関するQ&A」・「肺がん検診に関する症例検討会や読影講習会」・「他施設や都道府県単位、あるいは日本肺癌学会等が
主催する胸部画像の読影に関するセミナー・講習会」

○ ○ 未実施 ○ ○ ○ ○ × ○ ○ 8

(3)２名の読影医のうちどちらかが「要比較読影」としたもの※は、過去に撮影した胸部エックス線写真と比較読影しましたか
※二重読影の結果、「肺がん検診の手引き」（日本肺癌学会肺がん検診委員会編）の「肺がん検診における胸部Ｘ線検査の判定基準と指導区分」の
「d」「e」に該当するものを指します。

○ ○ 未実施 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 9

(4)比較読影の方法は、「読影委員会等を設置して読影する（あるいは読影委員会等に委託する）」、「二重読影を行った医師がそれぞれ読影する」、
「二重読影を行った医師のうち指導的立場の医師が読影する」のいずれかにより行いましたか

○ ○ 未実施 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 9

(5)シャウカステン・読影用モニタなどの機器に関しては、日本肺癌学会が定めた基準等に従いましたか注２
注2日本肺癌学会編集、肺癌取扱い規約改訂第8版（肺がん検診の手引き2020年改訂版）より1：間接撮影の場合は、100mmミラーカメラと、定格出力
150kV以上の撮影装置を用いて120kV以上の管電圧により撮影する。やむを得ず定格出力125kVの撮影装置を用いる場合は、110kV以上の管電圧に
よる撮影を行い縦隔部の感度を肺野部に対して高めるため、希土類（グラデーション型）蛍光板を用いる。定格出力125kV未満の撮影装置は用いない
2：直接撮影（スクリーン・フィルム系）の場合は、被検者－管球間距離を150cm以上とし、定格出力150kV以上の撮影装置を用い、120kV以上の管電圧
及び希土類システム（希土類増感紙＋オルソタイプフィルム）による撮影がよい。やむを得ず100～120kVの管電圧で撮影する場合も、被曝軽減のため
に希土類システム（希土類増感紙＋オルソタイプフィルム）を用いる3：直接撮影（デジタル画像撮影）の場合は、X線検出器として、輝尽性蛍光体を塗
布したイメージングプレート(IP)を用いたCRシステム、平面検出器(FPD)もしくは固体半導体（CCD、CMOSなど）を用いたDRシステムのいずれかを使用
する。管球検出器間距離（撮影距離）150cm以上、X線管電圧120～140ｋV、撮影mAs値4mAs程度以下、入射表面線量0.3mGy以下、グリッド比8：1以
上、の条件下で撮影されることが望ましい4：撮影機器、画像処理、読影用モニタの条件については、下記のサイト（日本肺癌学会ホームページ、肺が
ん検診について）に掲載された最新情報を参照することhttps://www.haigan.gr.jp/modules/lcscr/index.php?content_id=1

○ ○ 未実施 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 9

(6)読影結果の判定は「肺がん検診の手引き」（日本肺癌学会肺がん検診委員会編）の「肺がん検診における胸部Ｘ線検査の判定基準と指導区分」に
よって行いましたか
※地域保健・健康増進事業報告の要精検者はE判定のみです。

○ ○ 未実施 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 9

(7)★胸部エックス線画像は少なくとも５年間は保存していますか ○ ○ 未実施 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 9

(8)★胸部エックス線検査による検診結果は少なくとも５年間は保存していますか ○ ○ 未実施 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 9

４．喀痰細胞診の精度管理

(1)細胞診の業務を委託する場合※は、その委託機関（施設名）を仕様書等※※に明記しましたか※業務を委託していない場合は回答不要です。回答
欄はハイフン（-）を選択してください（空欄にしないでください）。※※仕様書以外でも何らかの形で委託元市区町村に報告していれば可です。医師会が
仕様書を作成している場合は、医師会の仕様書を確認して回答してください。

‐ ○ ‐ ○ ○ 喀痰無し 喀痰無し ○ × ‐ 4

(2)採取した喀痰は、２枚以上のスライドに塗沫し、湿固定の上、パパニコロウ染色を行いましたか ○ ○ ○ ○ ○ 喀痰無し 喀痰無し ○ ○ ○ 8

(3)固定標本の顕微鏡検査は、公益社団法人日本臨床細胞学会の認定を受けた細胞診専門医と細胞検査士が連携して行いましたか注4
注4喀痰の処理法・染色法：日本臨床細胞診学会、細胞検査士会編集「細胞診標本作製マニュアル」参照
http://www.intercyto.com/lecture/manual/resp_manual.pdf細胞診判定：肺癌取扱い規約、日本肺癌学会ホ―ムページ（肺がん検診について）参照
「肺癌検診における喀痰細胞診の判定区分別標準的細胞」https://www.haigan.gr.jp/modules/lcscr/index.php?content_id=1

○ ○ ○ ○ ○ 喀痰無し 喀痰無し ○ ○ ○ 8

(4)同一検体から作成された２枚以上のスライドは、２名以上の技師によりスクリーニングしましたか ○ ○ ○ ○ ○ 喀痰無し 喀痰無し ○ × ○ 7

(5)がん発見例は、過去の細胞所見の見直しを行いましたか※
※がん発見例については必ず見直しを実施してください。また、がん発見例が無い場合でも、見直す体制があれば「はい」と回答してください。

○ ○ ○ ○ ○ 喀痰無し 喀痰無し ○ ○ ○ 8

(6) 標本は少なくとも5年間は保存していますか ○ ○ ○ ○ ○ 喀痰無し 喀痰無し ○ ○ ○ 8

(7)★喀痰細胞診検査結果は少なくとも5年間は保存していますか ○ ○ ○ ○ ○ 喀痰無し 喀痰無し ○ ○ ○ 8

5. システムとしての精度管理

(1)★受診者への結果の通知・説明、またはそのための市区町村への結果報告は、遅くとも検診受診後４週間以内※になされましたか
※市区町村を介して受診者に結果を通知する場合は、市区町村に遅くとも４週間以内に通知していれば「はい」です。

○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ 9

(2)★がん検診の結果及びそれに関わる情報※について、市区町村や医師会等から求められた項目を全て報告しましたか
※地域保健・健康増進事業報告(注5)に必要な情報を指します。
注5地域保健・健康増進事業報告：全国の保健所及び市区町村は、毎年１回国にがん検診の結果を報告します。この報告書では、受診者数、要精検
者数、精検受診者数、発見者数等を性・年齢階級/受診歴別に報告することになっており、国や地域の保健施策上、大変重要な基礎資料となります。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10

(3)精密検査方法及び、精密検査（治療）結果※（診断、治療方法、手術所見、病理組織検査結果など）について、市区町村や医師会から求められた項
目の積極的な把握に努めましたか※地域保健・健康増進事業報告に必要な情報を指します。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10

(4)★検診に従事する医師の胸部画像読影力向上のために「肺がん検診に関する症例検討会や読影講習会注3」を年に１回以上開催していますか。も
しくは、他施設や都道府県単位、あるいは日本肺癌学会等が主催する胸部画像の読影に関するセミナー・講習会注3を年に１回以上受講させています
か

○ ○ 未実施 ○ ○ ○ ○ × ○ ○ 8

(5)★内部精度管理として、検診実施体制や検診結果の把握・集計・分析のための委員会（自施設以外の専門家※を交えた会）を年に１回以上開催し
ていますか。もしくは、市区町村や医師会等が設置した同様の委員会に年に１回以上参加していますか
※当該検診機関に雇用されていないがん検診の専門家や肺がん診療の専門家などを指します。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ 8

(6)★自施設の検診結果について、要精検率、精検受診率、がん発見率、陽性反応適中度等のプロセス指標値を把握しましたか※※貴施設単独で算
出できない指標値は、自治体等と連携して把握してください。また、自治体等が集計した指標値を後から把握することも可です。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10

(7)★プロセス指標値やチェックリストの遵守状況に基づいて、自施設の精度管理状況を評価し、改善に向けた検討を行っていますか ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10

(8)★都道府県の生活習慣病検診等管理指導協議会、市区町村、医師会等から指導・助言等があった場合は、それを参考にして改善に努めています
か

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10

遵守されていない項目数 0 0 0 1 0 0 0 5 5 0

R7評価結果 Ａ Ａ Ａ Ｂ Ａ Ａ Ａ Ｂ Ｂ Ａ

R6評価結果 Ａ Ａ Ｂ Ｂ Ａ Ａ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

R6順守されていない項目数 0 0 1 1 0 0 1 5 4 2

遵守されていない項目数の差：R7-R6 0 0 -1 0 0 0 -1 0 1 -2
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問1-1 対象者全員の氏名を記載した名簿を、住民台帳などに基づいて作成しているか ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 30

問1-2 対象者全員に、個別に受診勧奨を行っているか ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ｘ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ｘ Ｘ Ｘ ○ ○ 26

問1-2-1* 受診勧奨を行った住民のうち未受診者全員に対し、再度の受診勧奨を個人毎（手紙・電話・訪問等）に行って
いるか

Ｘ ○ ○ ○ Ｘ ○ ○ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ ○ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ ○ ○ ○ Ｘ Ｘ ○ ○ Ｘ ○ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ 12

問1-3 対象者数（推計でも可）を把握しているか ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 30

問2-1 個人別の受診（記録）台帳またはデータベースを作成しているか ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 30

問2-2 過去5年間の受診歴を記録しているか ○ ○ Ｘ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 29

問3-1 受診勧奨時に、「検診機関用チェックリスト　1.受診者への説明」が全項目記載された資料を、全員に個別配布
しているか

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ｘ Ｘ Ｘ 27

問3-2 要精検者全員に対し、受診可能な精密検査機関名（医療機関名）の一覧を提示しているか Ｘ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ｘ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 28

問3-2-1* 上記【問3-2】の一覧に掲載したすべての精密検査機関には、あらかじめ精密検査結果の報告を依頼している
か

Ｘ Ｘ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ｘ ○ ○ ○ Ｘ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 26

問4-1 精密検査方法及び、精密検査（治療）結果を把握しているか ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 30

問4-2 精密検査方法及び、精密検査(治療)結果が不明の者については、本人もしくは精密検査機関への照会等に
より、結果を確認しているか

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 30

問4-3 個人毎の精密検査方法及び、精密検査(治療)結果を、市区町村、検診機関(医療機関)、精密検査機関が共
有しているか

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ｘ Ｘ ○ 28

問4-4 過去5年間の精密検査方法及び、精密検査（治療）結果を記録しているか ○ ○ Ｘ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 29

問4-5 精密検査未受診と精密検査結果未把握を定義に従って区別し、精密検査未受診者を特定しているか ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 30

問4-6 精密検査未受診者に精密検査の受診勧奨を行っているか ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 30

問5-1 がん検診結果や精密検査結果の最終報告（地域保健・健康増進事業報告）を行っているか ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 30

問5-2 がん検診の結果について、地域保健・健康増進事業報告の全項目を計上できるよう、委託先に報告を求めて
いるか

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 30

問5-3 委託先からの報告内容が地域保健・健康増進事業報告を網羅できていない場合、改善を求めているか ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 30

問5-4 精密検査結果について、地域保健・健康増進事業報告の全項目を計上できるよう、委託先に報告を求めてい
るか

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ｘ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 29

問5-5 委託先からの報告内容が地域保健・健康増進事業報告を網羅できていない場合、改善を求めているか ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 30

問6-1 委託先検診機関（医療機関）を、仕様書の内容に基づいて選定しているか ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 30

問6-1-1* 仕様書の内容は、「仕様書に明記すべき必要最低限の精度管理項目」を満たしているか ○ Ｘ ○ Ｘ ○ ○ ○ ○ ○ Ｘ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ｘ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ｘ 25

問6-1-2* 検診終了後に、委託先検診機関（医療機関）で仕様書の内容が遵守されたことを確認しているか ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 30

問6-2 検診終了後に市区町村全体の精度管理評価と体制改善を行っているか ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 30

問6-2-1* 「市区町村用チェックリスト」の遵守状況を把握し、評価を行っているか（自己点検） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 30

問6-2-2*
「市区町村用チェックリスト」の遵守状況及びプロセス指標値の評価をふまえて、市区町村全体の課題を抽出
しているか
(問6-2-1が×の場合は×)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 30

問6-2-3* 抽出した課題について改善策を検討しているか。もしくは、都道府県の生活習慣病検診等管理指導協議会等
から改善策のフィードバックを受けているか

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 30

問6-2-4* 改善策の実行に努めているか
(問6-2-3が×の場合は×)

Ｘ ○ Ｘ ○ ○ Ｘ ○ ○ ○ ○ ○ Ｘ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ｘ 25

問6-3 検診終了後に委託先検診機関（医療機関）の精度管理評価を行っているか ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 30

問6-3-1* 委託先検診機関（医療機関）毎に「検診機関用チェックリスト」の遵守状況を把握し、評価を行っているか ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 30

問6-3-2* 委託先検診機関（医療機関）毎にプロセス指標値を把握し、評価を行っているか ○ ○ Ｘ Ｘ ○ Ｘ ○ ○ ○ ○ ○ Ｘ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ｘ ○ ○ ○ ○ Ｘ ○ Ｘ ○ 23

問6-3-3* 「検診機関用チェックリスト」とプロセス指標値をふまえて、検診機関（医療機関）毎の課題を抽出しているか
（問6-3-1と問6-3-2の両方が×の場合は×）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 30

問6-3-4* 課題のある検診機関（医療機関）について、改善策を検討しているか ○ ○ Ｘ ○ ○ Ｘ ○ ○ ○ ○ ○ Ｘ ○ ○ Ｘ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ｘ ○ Ｘ Ｘ 23

問6-4 検診終了後に委託先検診機関（医療機関）に精度管理評価と改善策を個別にフィードバックしているか ○ ○ Ｘ ○ ○ Ｘ ○ ○ ○ ○ ○ Ｘ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ｘ ○ Ｘ Ｘ 24

問6-4-1* 「検診機関用チェックリスト」の評価を個別にフィードバックしているか ○ ○ Ｘ ○ ○ Ｘ ○ ○ ○ ○ ○ Ｘ ○ ○ Ｘ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ｘ ○ Ｘ Ｘ 23

問6-4-2* プロセス指標値の評価を個別にフィードバックしているか ○ ○ Ｘ Ｘ ○ Ｘ ○ ○ ○ ○ ○ Ｘ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ｘ ○ ○ ○ ○ Ｘ ○ Ｘ Ｘ 22

問6-4-3* 課題のある検診機関（医療機関）に改善策を個別にフィードバックし、改善を依頼しているか ○ ○ Ｘ ○ ○ Ｘ ○ ○ ○ ○ ○ Ｘ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ｘ ○ Ｘ Ｘ 24

*大項目（問1-2、問3-2、問6-1、問6-2、問6-3、問6-4）が×の場合、それぞれの小項目（問1-2-1、問3-2-1、問6-1-1、問6-1-2、問6-2-1等）は×です。

問7-1 受診者数・受診率を集計しているか ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 30

問7-1-1* 受診者数・受診率を性別・年齢5歳階級別に集計しているか ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 30

問7-1-2* 受診者数・受診率を検診機関別に集計しているか ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 30

問7-1-3* 受診者数・受診率を過去の検診受診歴別に集計しているか ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 30

【8】「肺がん検診受診者中の高危険群割合」、「高危険群中の喀痰容器配布割合」、「喀痰容器配布中の回収率」、「肺がん検診受診者中の喀痰容器回収率」の集計

問8-1 「肺がん検診受診者中の高危険群割合」、「高危険群中の喀痰容器配布割合」、「喀痰容器配布中の回収
率」、「肺がん検診受診者中の喀痰容器回収率」を集計しているか

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - 29

問8-1-1* 「肺がん検診受診者中の高危険群割合」、「高危険群中の喀痰容器配布割合」、「喀痰容器配布中の回収
率」、「肺がん検診受診者中の喀痰容器回収率」を、性別・5歳階級別に集計しているか

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - 29

問8-1-2* 「肺がん検診受診者中の高危険群割合」、「高危険群中の喀痰容器配布割合」、「喀痰容器配布中の回収
率」、「肺がん検診受診者中の喀痰容器回収率」を、検診機関別に集計しているか

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - 29

問8-1-3* 「肺がん検診受診者中の高危険群割合」、「高危険群中の喀痰容器配布割合」、「喀痰容器配布中の回収
率」、「肺がん検診受診者中の喀痰容器回収率」を、検診受診歴別に集計しているか

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - 29

問9-1 要精検率を集計しているか ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 30

問9-1-1* 要精検率を性別・年齢5歳階級別に集計しているか ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 30

問9-1-2* 要精検率を検診機関別に集計しているか ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 30

問9-1-3* 要精検率を検診受診歴別に集計しているか ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 30

問10-1 精検受診率を集計しているか ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 30

問10-1-1* 精検率を性別・年齢5歳階級別に集計しているか ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 30

問10-1-2* 精検率を検診機関別に集計しているか ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 30

問10-1-3* 精検率を検診受診歴別に集計しているか ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 30

問10-2 精検未受診率を集計しているか ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 30

問11-1 がん発見率を集計しているか ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 30

問11-1-1* がん発見率を性別・年齢5歳階級別に集計しているか ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 30

問11-1-2* がん発見率を検診機関別に集計しているか ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 30

問11-1-3* がん発見率を検診受診歴別に集計しているか ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 30

問12-1 陽性反応適中度を集計しているか ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 30

問12-1-1* 陽性反応適中度を性別・年齢5歳階級別に集計しているか ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 30

問12-1-2* 陽性反応適中度を検診機関別に集計しているか ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 30

問12-1-3* 陽性反応適中度を検診受診歴別に集計しているか ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 30

問13-1 早期がん割合を集計しているか ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 30

問13-1-1* 早期がん割合を性別・年齢5歳階級別に集計しているか ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 30

問13-1-2* 早期がん割合を検診機関別に集計しているか ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 30

問13-1-3* 早期がん割合を検診受診歴別に集計しているか ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 30

遵守されていない項目数
※問１－２－１、問３－２－１を除く 2 1 9 3 0 7 0 1 0 1 0 8 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 7 3 8 8

 A:0、B:1-8、C:9-16、D:17-24、E:25-32、F:33以上、Z:無回答 Ｂ Ｂ C Ｂ A B Ａ Ｂ Ａ Ｂ A B Ａ Ａ B Ａ Ａ Ａ Ａ Ｂ Ａ B Ａ Ａ Ａ Ｂ B B B B

合　計（２９項目）

* 大項目（問7-1、問9-1、問10-1、問11-1等）が×の場合、それぞれの小項目（問7-1-1、問9-1-1、問10-1-1、問11-1-1等）は×です。

【9】要精検率の集計

【10】精検受診率、未受診率の集計

【11】がん発見率の集計

【12】陽性反応適中度の集計

【13】早期がん割合の集計

【4】精密検査結果の把握、精密検査未受診者の特定と受診勧奨

【5】地域保健・健康増進事業報告

【6】検診機関（医療機関）の質の担保

合　計　（３７項目）

調査2　精度管理指標把握に関する調査（令和５年度プロセス指標の集計）

【7】受診率の推計

　　肺がん検診チェックリスト【市町村別結果一覧】集団検診
合

計

調査１　検診実施体制整備に関する調査　（令和７年度実施体制）

【1】検診対象者の情報管理

【2】受診者の情報管理

【3】受診者への説明、及び要精検者への説明



肺がん検診精度管理関連指標（R3-R5）

R5 R4 R3 R5 R4 R3 R5 R4 R3

受診者数 受診者数 受診者数
要精検者数
(E判定）

要精検者数
(E判定）

要精検者数
(E判定）

がん発見数
（E判定）

がん発見
数

がん発見
数

1 村上市 9,650 9,964 10,132 29,746 51 147 151 349 0 0 1 1 0.00 0.29

2 関川村 646 622 633 1,901 5 9 8 22 0 0 0 0 0.00 0.00

3 粟島浦村 114 125 159 398 0 0 3 3 0 0 0 0 0.00 0.00

4 新発田市 11,982 12,080 11,962 36,024 107 97 117 321 1 2 2 5 0.01 1.56

5 阿賀野市 4,245 4,193 4,053 12,491 42 30 39 111 1 0 0 1 0.01 0.90

6 胎内市 3,487 3,477 3,445 10,409 41 35 26 102 1 0 0 1 0.01 0.98

7 聖籠町 1,586 1,642 1,603 4,831 16 16 8 40 1 0 0 1 0.02 2.50

8 五泉市 3,958 3,767 3,882 11,607 13 10 13 36 0 1 0 1 0.01 2.78

9 阿賀町 1,338 1,440 1,508 4,286 7 6 13 26 0 0 0 0 0.00 0.00

10 三条市 9,196 9,339 9,367 27,902 53 72 81 206 1 1 0 2 0.01 0.97

11 燕市 6,084 5,916 5,318 17,318 30 19 24 73 2 2 0 4 0.02 5.48

12 加茂市 3,150 3,150 3,201 9,501 23 17 25 65 3 0 1 4 0.04 6.15

13 田上町 1,508 1,424 1,459 4,391 15 13 16 44 0 0 2 2 0.05 4.55

14 弥彦村 1,024 988 997 3,009 8 8 12 28 0 0 0 0 0.00 0.00

15 長岡市 19,891 20,269 18,867 59,027 165 200 200 565 9 9 7 25 0.04 4.42

16 見附市 5,480 5,469 5,143 16,092 41 37 37 115 0 2 1 3 0.02 2.61

17 出雲崎町 691 707 689 2,087 7 4 7 18 1 0 0 1 0.05 5.56

18 小千谷市 4,200 4,258 4,289 12,747 37 24 52 113 2 1 6 9 0.07 7.96

19 魚沼市 4,649 4,790 4,668 14,107 22 18 24 64 0 0 0 0 0.00 0.00

20 南魚沼市 6,346 6,357 6,257 18,960 29 23 32 84 3 1 2 6 0.03 7.14

21 湯沢町 887 990 954 2,831 9 14 8 31 0 1 0 1 0.04 3.23

22 十日町市 5,914 6,047 6,114 18,075 48 34 40 122 0 0 2 2 0.01 1.64

23 津南町 1,214 1,255 1,289 3,758 13 3 9 25 0 0 0 0 0.00 0.00

24 柏崎市 12,067 12,010 12,062 36,139 154 162 169 485 4 12 8 24 0.07 4.95

25 刈羽村 501 512 478 1,491 9 3 11 23 1 0 0 1 0.07 4.35

26 上越市 16,562 15,821 14,390 46,773 453 494 577 1,524 8 4 8 20 0.04 1.31

27 妙高市 3,501 3,530 3,425 10,456 103 71 122 296 0 0 2 2 0.02 0.68

28 糸魚川市 3,426 3,356 3,297 10,079 78 70 104 252 5 1 4 10 0.10 3.97

29 佐渡市 8,785 8,768 8,513 26,066 31 29 22 82 3 0 1 4 0.02 4.88

30 新潟市 33,231 33,121 32,394 98,746 575 552 540 1,667 28 24 30 82 0.08 4.92

合計 185,313 185,387 180,548 551,248 2185 2217 2490 6,892 74 61 77 212 0.04 3.08
　

令和７年８月末現在

3年合計
受診者数

3年合計要
精検者数

3年合計
がん発見

がん発見率
(R3-R5)

陽性適中度
（R3-R5)


